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職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事

佐

竹

敬

久

秋
田
県
規
則
第
三
十
七
号

職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
受
講
の
手
続)

（
受
講
の
手
続)

第
三
条

前
条
各
号
に
掲
げ
る
職
業
訓
練
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲

第
三
条

前
条
各
号
に
掲
げ
る
職
業
訓
練
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
講
申

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
込
書
を
秋
田
県
立
秋
田

込
書
（
様
式
第
一
号
）

を
秋
田
県
立
秋
田

技
術
専
門
校
長
（
以
下
「
校
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

技
術
専
門
校
長
（
以
下
「
校
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一

受
講
希
望
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二

受
講
を
希
望
す
る
職
業
訓
練
の
名
称

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
校
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

２

略

２

略

（
修
了
証
書
の
授
与
）

（
修
了
証
書
の
授
与
）

第
六
条

校
長
は
、
所
定
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
、
修
了
証
書

第
六
条

校
長
は
、
所
定
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
、
修
了
証
書
（
様

を
授
与
す
る
も
の
と
す
る
。

式
第
二
号
）
を
授
与
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
校
長
が
そ
の
必
要
が
な

い
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
使
用
の
許
可
）

（
使
用
の
許
可
）

第
七
条

労
働
者
に
対
す
る
職
業
訓
練
を
実
施
す
る
た
め
、
セ
ン
タ
ー
を
使
用

第
七
条

労
働
者
に
対
す
る
職
業
訓
練
を
実
施
す
る
た
め
、
セ
ン
タ
ー
を
使
用

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
利
用
す
る
日
の
一
週
間
前

ま
で
に

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
利
用
す
る
日
の
属
す
る
月
の
前
月
の
二
十
日
ま
で
に

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
提
出

職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
使
用
許
可
申
請
書
（
様
式
第
三
号
）

を
提
出

し
、
校
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
、
校
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者

の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

使
用
目
的
及
び
使
用
日
時

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
校
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

２

略

２

略

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


